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○特定調達契約に係る一般競争入札の公告 

さいたま市公告（調達）第３号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市帳票印刷業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで
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２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業務「電算」の資格を有すると認められた者であること。なお、平成３１・３２年度さいた

ま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に同業務で登載されている者

については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該業務について登載がな

い者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和３年２月３日（水）

までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑸ 平成３０年以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体において同種同規模の契約を

２件以上締結している者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

担当 情報システム運用管理担当 電話 ０４８（８２９）１１０４

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで） 

⑶ 交付方法

ＣＤ－ＲＯＭ

⑷ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
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認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１７日（水）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月９日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策

部情報システム運用管理担当

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１１日（木）午後１時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１１日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７

⑼ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

電話 ０４８（８２９）１１０４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課におい

て無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで

⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる。
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Printing service for Saitama City 

⑵ Date and time of tender: 

March 11, 2021, 1:30 p.m. 

⑶ Contact point for the notice:  

Department of Information Policy, City Strategy Headquarters, Saitama City  

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1104 

さいたま市公告（調達）第４号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市印刷センター印刷業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所印刷センター

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月 1 日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業務「製作等」の資格を有すると認められた者であること。なお、平成３１・３２年度さい

たま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に同業務で登載されている

者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該業務について登載が

ない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和３年２月３日

（水）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者
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⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部総務課 

担当 文書係 電話 ０４８（８２９）１０８５ 

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月２２日（月）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法
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総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月３日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部総務課

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）午前１１時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第３会議室

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部総務課

電話 ０４８（８２９）１０８５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８３

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否
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否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市総務局総務部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender:  

Printing service for Saitama City’s printing center 

⑵ Date and time of tender: 

March 5, 2021, 11:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

General Affairs Division, Department of General Affairs, General Affairs Bureau, 

Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture, 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1085 

さいたま市公告（調達）第５号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

軽乗用ハイブリッド自動車賃貸借（令和３年度導入）

⑵ 借入場所

入札説明書による。

⑶ 数量・特質等

ア 数量 ８１台

イ 特質等 入札説明書による。
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⑷ 借入期間

令和３年７月１日から令和９年２月２８日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の営業種目「自動車リース」の資格を有すると認められた者

であること。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下

「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。

名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管

理部契約課に所定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑹ 平成２９年４月１日から令和２年１２月３１日の間、５年以上のメンテナンス付き自動車賃貸

借契約を締結した実績を有する者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 梅津 電話 ０４８（８２９）１１７４

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
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いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参又は郵送

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年２月１０日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理

課

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの１台の額を記入すること。なお、落札

決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をも

って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月２日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

４⑸イに同じ
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⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第３会議室

⑷ 入札保証金

見積もった金額（月額）に台数及び月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７４ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に台数及び月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

９ 特記事項

  この契約を締結した会計年度の翌年度以降において、さいたま市の歳出予算における当該契約金

額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合がある。

  本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和３年４月１日に確定させる。

１０ Summary 

⑴ Lease contract for tender:   

81 Hybrid light passenger vehicles for FY 2021 

⑵ Date and time of tender: 

March 4, 2021, 10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

City Hall Management Division, Department of Finance, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1174 Fax: 048-825-0665 

さいたま市公告（調達）第６号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

小型貨物ハイブリッド自動車賃貸借（令和３年度導入）

⑵ 借入場所

入札説明書による。

⑶ 数量・特質等

ア 数量 ２０台

イ 特質等 入札説明書による。

⑷ 借入期間

令和３年７月１日から令和９年２月２８日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を
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受け、種目「レンタル・リース」内の営業種目「自動車リース」の資格を有すると認められた者

であること。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下

「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。

名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管

理部契約課に所定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑹ 平成２９年４月１日から令和２年１２月３１日の間、５年以上のメンテナンス付き自動車賃貸

借契約を締結した実績を有する者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 梅津 電話 ０４８（８２９）１１７４

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 
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⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参又は郵送

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年２月１０日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理

課

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの１台の額を記入すること。なお、落札

決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をも

って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月２日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

４⑸イに同じ

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）午前１０時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第３会議室
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⑷ 入札保証金

見積もった金額（月額）に台数及び月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７４ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に台数及び月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

９ 特記事項

  この契約を締結した会計年度の翌年度以降において、さいたま市の歳出予算における当該契約金

額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合がある。

  本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和３年４月１日に確定させる。

１０ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

20 Hybrid light freight vehicles for FY 2021 

⑵ Date and time of tender: 

March 4, 2021, 10:30 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

City Hall Management Division, Department of Finance, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1174 Fax: 048-825-0665 

さいたま市公告（調達）第７号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

小型乗用ハイブリッド自動車賃貸借（令和３年度導入）

⑵ 借入場所

入札説明書による。

⑶ 数量・特質等

ア 数量 ６台

イ 特質等 入札説明書による。

⑷ 借入期間

令和３年８月２日から令和９年２月２８日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の営業種目「自動車リース」の資格を有すると認められた者

であること。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下

「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。

名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管

理部契約課に所定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。
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⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑹ 平成２９年４月１日から令和２年１２月３１日の間、５年以上のメンテナンス付き自動車賃貸

借契約を締結した実績を有する者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 梅津 電話 ０４８（８２９）１１７４

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法
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持参又は郵送

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年２月１０日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理

課

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの１台の額を記入すること。なお、落札

決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をも

って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月２日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

４⑸イに同じ

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）午前１１時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第３会議室

⑷ 入札保証金

見積もった金額（月額）に台数及び月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所
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ア 日時

令和３年３月４日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７４ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に台数及び月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

９ 特記事項

  この契約を締結した会計年度の翌年度以降において、さいたま市の歳出予算における当該契約金

額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合がある。
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  本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和３年４月１日に確定させる。

１０ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

6 Small Hybrid vehicles for FY 2021 

⑵ Date and time of tender: 

March 4, 2021, 11:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

City Hall Management Division, Department of Finance, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1174 Fax: 048-825-0665 

さいたま市公告（調達）第８号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名及び数量

さいたま市本庁舎で使用する電気 ３，２３５，０００キロワット時

⑵ 需要場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市本庁舎

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 需給期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「その他」内の営業種目「電気」の資格を有すると認められた者であること。なお、

平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）

に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者
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⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者又は電気

事業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けた者とみなされる者であること。 

⑸ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑺ 過去２年間において、さいたま市本庁舎で使用する電気と同種同規模の契約を締結し、履行し

た実績を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 大竹 電話 ０４８（８２９）１１７３

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月９日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午

後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。
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⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１４０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月１０日（水）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理

課

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１２日（金）午前９時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１２日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 
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⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部財政課

電話 ０４８（８２９）１１５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７４

⑼ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７３ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Supply of Electricity to Saitama City Hall’s Main Building－3,235,000Kilowatt-hours 

⑵ Date and time of tender: 

March 12, 2021, 9:30 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

City Hall Management Division, Department of Finance, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture, 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1173 Fax: 048-825-0665 
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さいたま市公告（調達）第９号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和３年１月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市本庁舎外清掃業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 

入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業務「清掃」の資格を有すると認められた者であること。なお、平成３１・３２年度さいた

ま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に同業務で登載されている者

については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該業務について登載がな

い者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和３年１月２８日

（木）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない 

⑹ 平成２８年４月１日以降に、一契約で延床面積１０,０００㎡以上の建物清掃業務を元請で年間

契約し、誠実に履行した実績（履行中を含む。）を有している者であること。 

⑺ 本入札の公告日において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第

２０号）第１２条の２第１項第１号の「建築物清掃業」又は同項第８号の「建築物環境衛生総合
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管理業」の登録を受けている者であること。 

⑻ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p039869.html

⑵ 交付期間 

公告の日から令和３年３月５日（金）まで 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札書の到達期限に

おいて確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

公告の日から令和３年１月２８日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

正午まで及び午後１時から午後４時まで） 

⑶ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

４⑶に同じ 

⑵ 交付日時  

令和３年２月３日（水）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

  ア 入札書は、郵送（一般書留又は簡易書留）又は持参で６⑵イに提出すること。 

イ 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分
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の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札書の提出期間及び提出先 

ア 提出期間 

令和３年２月４日（木）から令和３年３月３日（水）まで（持参の場合は、休日を除く午前

９時から午後４時とし、郵送の場合は、提出期間内必着とする。） 

イ 提出先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月５日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館５階中ホール 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、著しく低価格の場合

は、同条第３項の規定により調査を行う場合がある。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１７５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

電話 ０４８（８２９）１１７３ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 
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否 

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Cleaning of Saitama City Hall Building 

⑵ Date and time for bid submission: 

From February 4, 2021 to March 3 

⑶ Date and time for opening bid: 

March 5, 2021, 10:00 a.m. 

⑷ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department,Finance Bureau，Saitama City  

6-4-4，Tokiwa，Urawa Ward，Saitama City，Saitama Prefecture 330-9588，Japan  

Tel：048-829-1175 

さいたま市公告（調達）第１０号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和３年１月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

広報紙「市報さいたま」の印刷（単価契約） 

⑵ 納入場所 

広報課の指定する複数箇所 

⑶ 数量・特質等 

ア 予定数量 ７，８２０，４００部 
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イ 特質等 入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「印刷」内の営業種目「一般印刷」の資格を有すると認められた者であること。なお、

平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）

に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 平成３０年４月１日以降、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体の発行部数２０万部以

上の広報紙（１回当たり８ページ以上）を年４回以上定期的に印刷製本し納入する旨の契約を締

結した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和３年２月９日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午

後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 
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４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年２月２４日（水）及び令和３年２月２５日（木）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年３月４日（木）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
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令和３年３月８日（月）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月８日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

   電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

  否 

８ 特記事項 

本契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において、令和３年４月１日に確定させる。 

９ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において
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無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Printing Services City Newsletter “Shihou Saitama”, approximately 7,820,400 copies 

 ⑵ Date and time of tender:  

March 8, 2021, 2:00 p.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

さいたま市公告（調達）第１１号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和３年１月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

令和３年度さいたま市福祉及び子育て支援医療費支給データ処理業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課外 

⑶ 業務概要 

入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年４月１４日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業務「電算」の資格を有すると認められた者であること。なお、平成３１・３２年度さいた

ま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に同業務で登載されている者

については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該業務について登載がな
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い者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和３年２月３日（水）

までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑸ 平成３０年度以降に、国（独立行政法人を含む。）又は人口２０万人以上の地方公共団体におい

て同種業務の契約を締結し、履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課 

担当 福祉医療係 電話 ０４８（８２９）１２７９ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和３年２月１２日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 
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⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年２月２２日（月）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年３月８日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉

総務課 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館５階小ホール 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
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囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課 

電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課 

電話 ０４８（８２９）１２７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４７ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary  

⑴ Contract for tender: 

Data entry for Saitama City’s welfare and childrearing assistance medical fees 

subsidy, FY 2021 

⑵ Date and time of tender:  

March 10, 2021, 2:00 p.m. 
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⑶ Contact point for the notice: 

Pension and Health Care Division, Department of Welfare, Health and Welfare Bureau, 

Saitama City Hall 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588 

Tel: 048-829-1279 

さいたま市公告（調達）第１２号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名及び数量

さいたま市立病院で使用する電気 ２４，１２６，７０２キロワット時

⑵ 需要場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 需給期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「その他」内の営業種目「電気」の資格を有すると認められた者であること。なお、

平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）

に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和３年２月４日（木）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者又は電気
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事業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者であること。 

 ⑸ １⑵の需要場所に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 庄田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月２２日（月）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
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り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月３日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３６－８５２２ さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病

院経営部病院施設管理課管理・防災係

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）午前１１時００分

イ 場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院第２別館２階会議室２

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課

電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否
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８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

  Supply of Electricity to Saitama City Hospital－24,126,702 Kilowatt-hours 

⑵ Date and time of tender: 

   March 5, 2021, 11:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

  Hospital Facility Management Division, Department of Hospital Administration, City  

Hospital, Health and Welfare Bureau, Saitama City 

  2460 Mimuro, Midori Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 336-8522, Japan 

  Tel: 048-873-4248 Fax: 048-873-5451 

さいたま市公告（調達）第１３号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名及び数量

さいたま市立病院で使用するガス ９００，０００㎥

⑵ 需要場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 需給期間
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令和３年６月１日から令和４年５月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「燃料・油脂・燃焼器具」内の営業種目「固体・気体燃料」の資格を有すると認めら

れた者であること。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものと

みなす。名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政

局契約管理部契約課に所定の様式により、令和３年２月４日（木）までに資格審査の申請を行う

こと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第３条に規定するガス小売事業者として登録されてい

る者であること。 

 ⑸ １⑵の需要場所に要する契約年間ガス使用量の供給が十分に可能な者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 庄田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類



41 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月２２日（月）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月３日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３６－８５２２ さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病

院経営部病院施設管理課管理・防災係

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）午前１１時１５分

イ 場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院第２別館２階会議室２

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所
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ア 日時

令和３年３月５日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課

電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 
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Supply of Gas to Saitama City Hospital－900,000 ㎥ 

⑵ Date and time of tender: 

March 5, 2021, 11:15 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Hospital Facility Management Division, Department of Hospital Administration, City  

Hospital, Health and Welfare Bureau, Saitama City 

2460 Mimuro, Midori Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 336-8522, Japan 

Tel: 048-873-4248 Fax: 048-873-5451 

さいたま市公告（調達）第１４号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市立病院清掃業務

⑵ 履行場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業務「清掃」の資格を有すると認められた者であること。なお、平成３１・３２年度さいた

ま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に同業務で登載されている者

については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該業務について登載がな

い者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和３年２月４日（木）

までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
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ている期間がない者であること。 

⑷ 平成３０年４月１日以降に、病床数５００床以上の国公立病院における清掃業務を年間契約で

２件以上締結し、確実に履行した実績（元請に限る。）を有している者であること。 

 ⑸ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１

項第１号又は同項第８号に掲げる登録をしている者であること。 

⑹ 医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第９条の１５各号に規定する基準を満たして

いる者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 石田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月２２日（月）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た
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場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月３日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３６－８５２２ さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病

院経営部病院施設管理課管理・防災係

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）午後１時３０分

イ 場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院第２別館２階会議室２

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課

電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定
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に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender:  

  Cleaning Service for Saitama City Hospital 

⑵ Date and time of tender: 

  March 5, 2021, 1:30 p.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

  Hospital Facility Management Division, Department of Hospital Administration,  

  City Hospital, Health and Welfare Bureau, Saitama City 

  2460 Mimuro, Midori Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 336-8522, Japan  

  Tel: 048-873-4248 Fax: 048-873-5451 

さいたま市公告（調達）第１５号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市立病院総合血液分析システム賃貸借 
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⑵ 借入場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

⑶ 数量・特質等

入札説明書のとおり 

⑷ 借入期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の営業種目「医療機器レンタル等」の資格を有すると認めら

れた者であること。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものと

みなす。名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政

局契約管理部契約課に所定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行う

こと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 本入札の公告日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）に基づく高度管理医療機器等の貸与業の許可を受けている者で

あること。 

⑸ 平成３０年４月１日以降に、当該機器と同等の機器の賃貸借の実績を有する者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０

分から午後５時１５分まで）

⑶ 交付費用
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無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１８日（木）午前８時３０分から午後５時１５分まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、機器一式の賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月２日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３６－８５２２ さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病

院経営部病院財務課調達係 

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時
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令和３年３月４日（木）午前１０時００分 

イ 場所

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院３階会議室１

⑷ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６
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ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課及びホームページにおい

て閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。

９ Summary  

⑴ Lease contract for tender: 

Integrated Blood Sampling Analysis System for Saitama City Hospital 

⑵ Date and time of tender: 

March 4, 2021, 10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Finance Division, Department of Hospital Administration, City Hospital, Health and 

Welfare Bureau, Saitama City 

2460 Mimuro, Midori Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 336-8522, Japan 

Tel: 048-873-4274 

さいたま市公告（調達）第１６号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名及び数量

さいたま市保健所・健康科学研究センターで使用する電気 ２，６６９，０００キロワット時

⑵ 需要場所

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所・健康科学研究センター

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 需給期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「その他」内の営業種目「電気」の資格を有すると認められた者であること。なお、

平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）

に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
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ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者又は電気

事業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けた者とみなされる者であること。 

 ⑸ １⑵の需要場所に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

担当 管理係 電話 ０４８（８４０）２２０５ 

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月９日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午

後４時まで） 

  ⑶ 交付方法 

   ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 

⑷ 交付費用

無償

 ⑸ その他 

郵送希望者については、返信用封筒に１４０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるも

のとする。

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所



52 

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月２日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３８－００１３ さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所保

健総務課

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所２階第１研修室Ｂ

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法
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さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

電話 ０４８（８４０）２２０５ ＦＡＸ ０４８（８４０）２２２８

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局保健所保健総務課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender:  

Supply of Electricity to Saitama City’s Institute of Health Science and Public Health 

Center－2,669,000 Kilowatt-hours 

⑵ Date and time of tender: 

  March 4, 2021, 10:00 a.m 

⑶ Contact point for the notice: 

General Affairs Division, Public Health Center, Health and Welfare Bureau, Saitama 
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City 

7-5-12 Suzuya, Chuo Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 338-0013, Japan  

Tel: 048-840-2205 

さいたま市公告（調達）第１７号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市療育センターさくら草送迎バス運行業務

⑵ 履行場所

さいたま市内（さいたま市桜区田島２－１６－２外）

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業務「運送・運行」の受注希望業務「送迎バス運行」の資格を有すると認められた者である

こと。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」

という。）に同業務で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載

のない者（当該業務について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

⑷ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間、国（独立行政法人を含む。）又は地方公

共団体において同種の契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行してい

る実績を有する者であること。

３ 入札説明書の交付
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本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市桜区田島２－１６－２ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園療

育センターさくら草 

担当 大堀、髙橋 電話 ０４８（７１０）５８１１ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和３年２月９日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午

後４時まで） 

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１７日（水）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する
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金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月３日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３８－０８３７ さいたま市桜区田島２－１６－２ さいたま市子ども未来局総合療育

センターひまわり学園療育センターさくら草

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市西区三橋６－１５８７ 総合療育センターひまわり学園２階会議室

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、著しく低価格の場合

は、同条第３項の規定により調査を行う場合がある。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総

務課 

電話 ０４８（６２２）１２１１ ＦＡＸ ０４８（６２２）４３５９ 

⑼ 業務を担当する課

さいたま市桜区田島２－１６－２ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園療

育センターさくら草

電話 ０４８（７１０）５８１１ ＦＡＸ ０４８（８３９）０３５２

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。
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⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園療育センターさくら草

及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Bus service for Saitama City’s Sakura-so Medical Rehabilitation Center for Disabled 

Children 

⑵  Date and time of tender: 

March 5, 2021, 10:00 a.m. 

⑶  Contact point for the notice: 

Sakura-so Medical Rehabilitation Center for Disabled Children,  

Himawari Gakuen Comprehensive Rehabilitation Center for Disabled Children, 

Bureau of Child Development, Saitama City 

2-16-2 Tajima, Sakura Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 338-0837, Japan 

Tel: 048-710-5811 

さいたま市公告（調達）第１８号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和３年１月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名及び数量 
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さいたま市大宮南部浄化センターで使用する電気 ２，２４７，８０２キロワット時 

⑵ 需要場所 

さいたま市見沼区大字上山口新田５０８－１ さいたま市大宮南部浄化センター 

⑶ 業務概要 

入札説明書のとおり 

⑷ 需給期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「その他」内の営業種目「電気」の資格を有すると認められた者であること。なお、

平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）

に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者又は電気

事業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けた者とみなされる者であること。 

⑸ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑺ １⑵の需要場所に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課 

担当 管理係 電話 ０４８（８２９）１３４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/002/p057550.html 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和３年２月９日（火）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を

除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送 

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年２月９日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設

管理課 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年２月１８日（木）及び令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１２０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
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総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年３月３日（水）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

４⑸イに同じ 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月５日（金）午前１０時１５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月５日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課 

電話 ０４８（８２９）１３４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市見沼区大字上山口新田５０８－１ さいたま市環境局施設部大宮南部浄化センター 

電話 ０４８（６４６）６０３０ ＦＡＸ ０４８（６４６）６０３３ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
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⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市環境局施設部環境施設管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender:  

Supply of Electricity to Saitama City’s Omiya South Sewerage Purification Center  

－2,247,802 Kilowatt-hours 

⑵ Date and time of tender: 

March 5, 2021, 10:15 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Omiya South Sewerage Purification Center, Department of Facilities Management, 

Bureau of Environment, Saitama City 

508-1 Oaza-Kamiyamaguchi-Shinden, Minuma Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 

337-0044, Japan 

Tel: 048-646-6030

さいたま市公告（調達）第１９号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市東部環境センターリサイクル処理施設運転管理業務
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⑵ 履行場所

さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市東部環境センター

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業務「施設運転管理」の受注希望業務「ごみ処理施設運転管理」の資格を有すると認められ

た者であること。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に同業務で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。

名簿に登載のない者（当該業務について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部

契約課に所定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 平成２９年以降に、びん選別ライン２５ｔ／５ｈ、かつ、かん類選別ライン（磁選機を含む。）

１５ｔ／５ｈ以上の処理能力を有するリサイクル処理施設の運転管理と同規模の契約実績がある

ことを証明した者であること。 

⑸ 廃棄物処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２１条に規定する技術管理

者のための専門的知識及び技能を習得する講習を受講し、破砕・リサイクル施設技術管理士の資

格を有する者を本業務の現場総括責任者として配置できる者であること。 

⑹ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター 

担当 管理・リサイクル係 電話 ０４８（６８４）３８０２

⑵ 交付期間
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公告の日から令和３年２月９日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午

後４時まで）

⑶ 交付費用 

無償 

⑷ 交付方法

ＣＤ－ＲＯＭ

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１７日（水）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総合評価落札方式で行う。入札説明書の別添、さいたま市東部環境センターリサイクル処理施

設運転管理業務落札者決定基準（以下「落札者決定基準」という。）に基づく提案書及び提案書に

関する書類（以下提案書等）を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 提案書等の提出方法、受領期限及び提出先
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ア 提出方法

持参又は書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

イ 受領期限

令和３年３月２日（火）。持参の場合は、令和３年３月２日（火）１２時までに提出すること。

ウ 提出先

〒３３７－００２１ さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部

環境センター

⑶ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月５日（金）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

６⑵ウに同じ

⑷ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月９日（火）午後２時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第１会議室

⑸ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑹ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月９日（火）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑷イに同じ

⑺ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、落札者決定基準に基づいて評価委員が審査し

た技術点と、入札価格を評価する価格点により算出した次に掲げる方法により、評価総合得点の

最も高い者を落札者とする。ただし、著しく低価格の場合は、同条第３項の規定により調査を行

う場合がある。なお詳細は、落札者決定基準による。

ア 総合評価点数の算式 

総合評価点数＝価格点＋技術点 

イ 価格点と技術点の配点 

(ア) 価格点 ６０点 

(イ) 技術点 ４０点 

ウ 価格点の算式 

価格点＝｛最低入札価格÷当該入札価格｝×６０ 

なお、当該入札価格は各入札者の入札価格とする。 
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エ 技術点の評価項目 

(ア) 業務実施体制評価 ２０点 

(イ) 運転管理業務評価 ９点 

(ウ) 維持管理業務評価 ３点 

(エ) 環境管理業務評価 ３点 

(オ) 情報管理業務・関連業務評価 ３点 

(カ) リサイクルセンターに関する実績評価 ２点 

⑻ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑼ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課 

電話 ０４８（８２９）１３４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１ 

⑽ 業務を担当する課

さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター 

電話 ０４８（６８４）３８０２ ＦＡＸ ０４８（６８６）０４６６ 

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市環境局施設部東部環境センター及びホームページにおいて閲覧でき

る。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
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⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

 ⑴ Contract for tender: 

   Operational Management for Waste Recycling and Processing Facility at Saitama 

   City’s Eastern Area Environmental Center 

 ⑵ Date and time of tender: 

   March 9, 2021, 2:30 p.m. 

 ⑶ Contact point for the notice:  

   Eastern Area Environmental Center, Department of Facilities Management,  

     Bureau of Environment, Saitama City 

     626-1 Hizako, Minuma Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 337-0021, Japan 

     Tel: 048-684-3802 

さいたま市公告（調達）第２０号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名及び数量

さいたま市食肉中央卸売市場で使用する電気 ３，２４０，０００キロワット時

⑵ 需要場所

さいたま市大宮区吉敷町２－２３ さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 需給期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「その他」内の営業種目「電気」の資格を有すると認められた者であること。なお、

平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）

に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和３年２月５日（金）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた
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ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事

業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者又は小売電気事

業者の電力を媒介、代理、取次をする者であること。 

⑸ １⑵の需要場所に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市大宮区吉敷町２－２３ さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場 

担当 施設係 電話 ０４８（６４４）２９２９ 

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１２日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参又は郵送

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

 ア 受領期限

令和３年２月１２日（金）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

 イ 送付先

〒３３０－０８４３ さいたま市大宮区吉敷町２－２３ さいたま市経済局農業政策部食肉
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中央卸売市場

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月２２日（月）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月２日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局農業政策部農業

政策課

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第７会議室

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
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⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局農業政策部農業政策課

電話 ０４８（８２９）１３７６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

⑼ 業務を担当する課

さいたま市大宮区吉敷町２－２３ さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場

電話 ０４８（６４４）２９２９ ＦＡＸ ０４８（６４４）２９２７ 

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Supply of Electricity Saitama City’s Central Meat Wholesale Market－3,240,000 

Kilowatt-hours 

⑵ Date and time of tender: 

March 4, 2021, 10:00 a.m. 
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⑶ Contact point for the notice: 

Central Meat Wholesale Market, Department of Agricultural Policy, Bureau of Economic 

Affairs, Saitama City 

2-23 Kishikicho, Omiya Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-0843, Japan 

Tel: 048-644-2929 

さいたま市公告（調達）第２１号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和３年１月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名及び数量 

藤右衛門中継ポンプ場外１６か所で使用する電気 ４，７２５，０００キロワット時 

⑵ 需要場所 

 入札説明書のとおり 

⑶ 業務概要 

 入札説明書のとおり 

 ⑷ 需給期間  

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「その他」内の営業種目「電気」の資格を有すると認められた者であること。なお、

平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）

に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事
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業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けた者とみなされる者又は小売電気事業

者の電力を媒介、代理、取次をする者であること。 

⑸ １⑵の需要場所に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市建設局下水道部下水道維持管理課 

担当 設備管理係 電話 ０４８（８２９）１５６１ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

  ３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送 

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年２月１０日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市建設局下水道部下水道

維持管理課 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年２月１７日（水）午前９時から午後４時まで 
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 ⑶ その他 

   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年３月８日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

４⑸イに同じ 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市建設局下水道部下水道総務課 

電話 ０４８（８２９）１５５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７５ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市建設局下水道部下水道維持管理課 
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電話 ０４８（８２９）１５６１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７５ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市建設局下水道部下水道維持管理課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender:

Supply of electricity to 17 pumping stations including Touemon Relay Pumping Station 

－4,725,000 Kilowatt-hours 

⑵ Date and time of tender:  

March 10，2021, 11:00 a.m.

⑶ Contact point for the notice:  

Sewerage Maintenance and Management Division, Department of sewerage, Construction 

Bureau,
6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture, 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1561 

さいたま市公告（調達）第２２号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。
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令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市自動体外式除細動器（一般用ＡＥＤ）賃貸借

⑵ 借入場所

  さいたま市西区西大宮３－４８外 

⑶ 数量・特質等

入札説明書のとおり

⑷ 借入期間

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の営業種目「医療機器レンタル等」の資格を有すると認めら

れた者であること。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものと

みなす。名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政

局契約管理部契約課に所定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行う

こと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４

５号）で定められた高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を得ている者であること。 

⑸ 賃貸借された納入機器を設置及び常時正常な状態を維持し、万が一不具合が生じた場合には即

時に対応ができる者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部救急課 

担当 清宮、髙島、中村 電話 ０４８（８３３）７９８１ 
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⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１２日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後５時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１９日（金）午前９時から午後５時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料（保守費用など当該業務に係る経費全てを含む。）１

月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月３日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。



76 

イ 送付先

〒３３０－００６１ さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部救急課

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局４階第１調整室

⑷ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部救急課

電話 ０４８（８３３）７９８１ ＦＡＸ ０４８（８３３）７２０１

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市消防局警防部救急課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

Automated External Defibrillator (AED) for Saitama City 

⑵ Date and time of tender: 

March 5, 2021, 10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Emergency Medical Service (EMS) Division, Department of Fire Control and Rescue,     

Fire Bureau, Saitama City 

   6-1-28 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City Saitama Prefecture 330-0061, Japan 

   Tel: 048-833-7981 

さいたま市公告（調達）第２３号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和３年１月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

令和３年度署活動用無線機賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局外 

⑶ 数量・特質等 

ア 数量 ２０３台 

  イ 特質等 入札説明書による。 

⑷ 借入期間 

  令和３年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「電気機器」内の営業種目「通信用機械器具」の資格を有すると認められた者である

こと。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」
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という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に

登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契

約課に所定の様式により、令和３年２月４日（木）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部指令課 

担当 指令管理係 電話 ０４８（８３３）１４２２ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和３年２月１２日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
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⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年２月１８日（木）午前９時から午後５時まで 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月２日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－００６１ さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部指令課

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月４日（木）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局４階第１調整室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月４日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部指令課 

電話 ０４８（８３３）１４２２ ＦＡＸ ０４８（８３３）１４８２ 
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７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市消防局警防部指令課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

 ⑴ Lease contract for tender: 

      Wireless communication radios/devices for FY 2021 

 ⑵  Date and time of tender: 

      March 4, 2021, 10:00 a.m. 

 ⑶  Contact point for the notice: 

      Instruction Division, Department of Fire Control and Rescue, Fire Bureau, Saitama   

      City 

      6-1-28 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-0061, Japan  

      Tel: 048-833-1422 

さいたま市公告（調達）第２４号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項
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⑴ 件名

さいたま市立学校用等自動体外式除細動器賃貸借

⑵ 借入場所

入札説明書のとおり

⑶ 数量・特質等

ア 数量  １６９式

イ 特質等 入札説明書のとおり

⑷ 借入期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の資格を有すると認められた者であること。なお、平成３１・

３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）に同営業種

目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該

営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式に

より、令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４

５号）で定められた高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可を得ている者であること。

⑸ 賃貸借された納入機器を設置及び設定し、常時正常な状態又は充分に機能が働く状態に維持し、

万一不具合が生じた場合には即時に対応ができる者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部健康教育課 

担当 石口 電話 ０４８（８２９）１６７９

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月９日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午
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後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月２５日（木）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月８日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校

教育部健康教育課

⑶ 入札の日時及び場所
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ア 日時

令和３年３月１０日（水）午前１１時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室

⑷ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

電話 ０４８（８２９）１６７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課
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電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部健康教育課及びホームページにおいて

閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender:  

Automated External Defibrillators (AED) in Saitama municipal schools  

⑵ Date and time of tender: 

March 10, 2021, 11:30 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Health Education Division, Department of School Education, Board of Education,  

Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel:048-829-1679 

さいたま市公告（調達）第２５号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

令和３年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

中学校デジタル教科書賃貸借

⑵ 借入場所

さいたま市南区南本町２－２５－２７ さいたま市立岸中学校外５８箇所

⑶ 数量・特質等

入札説明書のとおり

⑷ 借入期間

令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」の資格を有すると認められ

た者であること。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものと

みなす。名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政

局契約管理部契約課に所定の様式により、令和３年２月５日（金）までに資格審査の申請を行う
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こと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 賃貸借された納入機器等を設置及び設定し、常時正常な状態又は充分に機能が働く状態に維持

し、万一問題が生じた場合には即時に対応ができる者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会事務局学校教育部教育研究所 

担当 ＩＣＴ教育推進係 電話 ０４８（８３６）１７１３ 

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。
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⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料（設定費用等、当該業務に係る経費の全てを含む。）

１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月２日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－００６４ さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会事務局

学校教育部教育研究所

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）午前９時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－１３－１５ さいたま市立教育研究所３階第３研修室

⑷ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月４日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効
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さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会事務局学校教育部教育研究所

電話 ０４８（８３６）１７１３ ＦＡＸ ０４８（８３８）０８８８

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部教育研究所及びホームページにおいて

閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

eTextbooks for junior high schools 

⑵ Date and time of tender: 

 March 4, 2021, 9:30 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Institute of Education, Department of School Education, Board of Education Secretariat, 

Saitama City 

6-13-15 Kishicho, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-0064, Japan 

Tel: 048-836-1713 



88 

○一般競争入札の告示 

さいたま市告示第７７号 

市報さいたま（令和３年５月号～令和４年４月号）広告掲載業務について、次のとおり一般競争入

札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

市報さいたま（令和３年５月号～令和４年４月号）広告掲載業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下

「名簿」という。）に業務「製作等」又は「その他」で登載され、引き続き同業務で令和３・４年

度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 中村、中田、細谷 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p039516.html 

⑵ 交付期間
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告示の日から令和３年２月１日（月）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を

除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ（持参の場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

⑶ 受付場所

３⑴アに同じ

⑷ 提出方法

持参又は電子メール（電子メールアドレス koho@city.saitama.lg.jp）

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴アに同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月３日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年２月１０日（水）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室
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⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年２月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格を超え、最

高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

⑻ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 契約条項等は、さいたま市市長公室広報課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第７８号 

さいたま市ＷＥＢサイトトップページバナー広告枠の売却について、次のとおり一般競争入札を行

うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。
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令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市ＷＥＢサイトトップページバナー広告枠の売却

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外 

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下

「名簿」という。）に業務「製作等」又は「その他」で登載され、引き続き同業務で令和３・４年

度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 伊藤、山川 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/004/p032520.html 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年２月１日（月）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を

除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

⑶ 交付費用

無償
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４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ（持参の場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

⑶ 受付場所

３⑴アに同じ

⑷ 提出方法

持参又は電子メール（電子メールアドレス koho@city.saitama.lg.jp）

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴アに同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月３日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年２月１０日（水）午後２時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時
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令和３年２月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格を超え、最

高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

⑻ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 契約条項等は、さいたま市市長公室広報課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑶ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第８３号 

さいたま市データエントリ業務ついて、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市データエントリ業務

⑵ 履行場所
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さいたま市浦和区常盤６－４－４外

⑶ 業務概要

入札説明書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）

に業務「電算」で登載され、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査

の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑸ 平成３０年以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体において同種同規模の契約を

２件以上締結している者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

担当 情報システム運用管理担当  電話 ０４８（８２９）１１０４ 

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年２月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付方法

ＣＤ－ＲＯＭ 

⑷ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
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いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１７日（水）午前９時から午後４時まで

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１１日（木）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１１日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
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囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９ 

⑻ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

電話 ０４８（８２９）１１０４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９ 

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第７４号 

さいたま市本庁舎保守管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市本庁舎保守管理業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項



97 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）

に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で受注希望業務「建物総合管理」で登載され、本市内に

本店を有し、かつ、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請を

している者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

⑸ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑺ 過去２年間において、さいたま市本庁舎保守管理業務（１１階建、延床２８，１２６．７７㎡）

と同種同規模の契約を締結し履行した実績を有する者であること。 

⑻ 設備管理に必要な次に掲げる全ての資格を有する者等を配置できる者であること。 

ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第７条第１項に

規定する建築物環境衛生管理技術者 

イ 電気事業法（昭和３９年法律１７０号）第４４条第１項に規定する第三種電気主任技術者 

ウ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条に規定する危険物取扱者乙種第４類 

エ 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第３条第１項に規定する第一種電気工事士 

オ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１９条に規定する水道技術管理者 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 大竹 電話 ０４８（８２９）１１７３ 

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年２月９日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）
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⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１４０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１日（月）午前９時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。
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⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１日（月）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 最低制限価格

 設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。

 ⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会っ

た者とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することがで

きない。再度入札は、１回とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部財政課

電話 ０４８（８２９）１１５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７４

⑼ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７３ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第７５号 

さいたま市本庁舎駐車場警備業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市本庁舎駐車場警備業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎駐車場

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）

に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で受注希望業務「駐車場管理」で登載され、本市内に本

店を有し、かつ、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をし

ている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑹ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

⑺ 過去２年間において、さいたま市本庁舎駐車場警備業務（駐車可能台数３０７台）と同種同規

模の契約を締結し履行した実績を有する者であること。
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⑻ 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第２条第１項第２号及び第４条の規定に基づく埼玉県

公安委員会の認定を受け、かつ、同法第２２条の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証（警

備業務の区分・２号）の交付を受けている者を１名以上配置できる者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 大竹 電話 ０４８（８２９）１１７３

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年２月９日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時 

令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１４０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
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り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１日（月）午前９時４５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１日（月）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。

 ⑹ 落札者の決定方法

 さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会っ

た者とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することがで

きない。再度入札は、１回とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部財政課

電話 ０４８（８２９）１１５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７４

⑼ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７３ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否
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要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第７６号 

さいたま市本庁舎外電話設備保守業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年１月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市本庁舎外電話設備保守業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「通信設備保守点検」で登載され、

本市内に本店又は支店を有し、かつ、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加

資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
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の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

⑸ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑺ 過去２年間において、さいたま市本庁舎外電話設備保守業務と同種同規模の契約を締結し履行

した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 大竹 電話 ０４８（８２９）１１７３ 

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年２月９日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時
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令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１４０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１日（月）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月１日（月）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。

 ⑹ 落札者の決定方法

 さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会っ

た者とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することがで

きない。再度入札は、１回とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部財政課

電話 ０４８（８２９）１１５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７４
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⑼ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７３ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第６４号 

Ｎ９５マスクの購入について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和３年１月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名及び数量 

Ｎ９５マスク ５２，０００枚 

⑵ 納入場所 

さいたま市北区植竹町１－８２０－１ さいたま市北消防署植竹出張所３階 

⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

 令和３年８月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「医療福祉器材」又

は種目「消防・安全・災害対策用品」内の営業種目「労働安全保護具」で登載され、かつ、市内

に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者であること。 
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⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年１月２７日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
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⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和３年２月２日（火）及び令和３年２月３日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年２月１０日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年２月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 
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⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部救急課 

電話 ０４８（８３３）７９８１ ＦＡＸ ０４８（８３３）７２０１ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第６５号 

救急対応服（再利用型感染防止衣）の購入について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 

令和３年１月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名及び数量 

救急対応服（再利用型感染防止衣） ３００着 

⑵ 納入場所 

さいたま市北区植竹町１－８２０－１ さいたま市北消防署植竹出張所３階 

⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

 令和３年８月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「医療福祉器材」又

は種目「消防・安全・災害対策用品」内の営業種目「労働安全保護具」で登載され、かつ、市内

に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受
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けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年１月２７日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 
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⑵ 交付日時 

令和３年２月２日（火）及び令和３年２月３日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年２月１０日（水）午後２時１５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年２月１０日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部救急課 
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電話 ０４８（８３３）７９８１ ＦＡＸ ０４８（８３３）７２０１ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第８４号 

「さいたま市旧中央区役所保健センター総合管理業務」外４５件について、次のとおり一般競争入

札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。 

令和３年１月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 入札に参加できる者は、次のとおりとする。 

ア 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委

託）（以下「名簿」という。）に登載され、かつ、本市内に本店を有している者であること。な

お、名簿登載業務・等級区分等については業務ごとに別に定める。 

イ 前項アにおいて、業務ごとに別に定めるとした名簿登載業務について、令和３・４年度さい

たま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが
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なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合（以下「組

合等」という。）にあっては、その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

２ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロードする。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p039869.html

⑵ 交付期間 

令和３年１月２０日（水）から令和３年３月５日（金）まで 

３ 入札参加資格の有無の確認 

入札に参加を希望する者は、次の書類を提出して入札参加資格の有無の確認を受けなければなら

ない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 業務ごとに別に定める書類 

⑵ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の交付 

ア 交付方法 

２⑴に同じ 

イ 交付期間 

令和３年１月２０日（水）から令和３年１月２８日（木）まで 

⑶ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

ア 提出先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

イ 受付期間 

令和３年１月２０日（水）から令和３年１月２８日（木）まで（さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで） 

ウ 提出部数 

参加希望案件ごとに１部 

エ 提出方法 

持参 

⑷ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

競争入札参加資格確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

ア 交付場所 

３⑶アに同じ 
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イ 日時 

令和３年２月３日（水）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

ウ その他 

郵送希望者については、３⑶の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し

出た場合のみ受け付けるものとする。 

４ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者は、令和３年２月５日（金）

までにさいたま市財政局契約管理部調達課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

５ 入札手続き等 

⑴ 入札方法 

ア 郵送（一般書留又は簡易書留）による提出とする。 

イ 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札書の到達期限及び送付先 

ア 到達期限 

業務ごとに別に定める。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

６ 入札に関する注意事項 

⑴ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。入札

参加者が入札を辞退しようとするときは、入札辞退届を提出しなければならない。ただし、入札

書等の到達後の入札辞退は認めないものとする。 

⑵ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑶ その他 

ア 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

イ 入札書を持参により提出することはできない。 

ウ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

エ 落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、当該入札参加者にくじを引かせ、

落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

７ 入札保証金 

業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さいたま市契約規則（平成１３年さいた
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ま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

８ 最低制限価格 

業務ごとに別に定める。 

９ 落札者の決定方法等 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲

内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った

者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、再度期日を定め再

度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札にお

いて無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができない。再度入札は、１回とする。 

１０ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

⑴ 施行令第１６７条の４に定める入札参加資格がない者がした入札 

⑵ 入札者の記名押印若しくは記載すべき事項の記載のない入札又は記入事項若しくは印影の判読

できない入札 

⑶ 記載事項（金額を除く。）の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札 

⑷ 同一入札について入札者又はその代理人が２以上の入札をしたときは、その全部の入札 

⑸ 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札 

⑹ 明らかに連合によると認められる入札 

⑺ 金額を訂正した入札書による入札 

⑻ 電報、電話、ファクシミリ及び持参された入札書による入札 

⑼ 虚偽の一般競争入札参加申込兼資格確認申請書を提出した者がした入札 

⑽ 最低制限価格に満たない入札 

⑾ 到達期限までに到達しなかった入札書による入札 

⑿ ５⑴、⑵及び入札説明書に規定した方法によらずに送付された入札書による入札 

１１ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１７５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

１２ 契約保証金 

業務ごとに別に定める。契約保証金を免除する場合は、さいたま市契約規則第３０条の規定に

よる。 

１３ 契約書作成の要否 

要 

１４ 議決の要否 

否 

１５ 支払条件 

暦月を単位として、請求に応じて支払うものとする。なお、詳細については落札者決定後、協

議を行う。 

１６ その他 
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⑴ この告示に係る入札に用いる書類は、さいたま市ホームページからダウンロードして使用する

こと。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p039869.html 

⑵ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑶ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑷ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

⑸ 詳細は、入札説明書による。 
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整理番号 ３－０１００－１ 

件名 さいたま市旧中央区役所保健センター総合管理業務 

履行場所 さいたま市中央区本町東４－４－３ 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月８日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１０日（水）午前９時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

⑴ 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

⑵ 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。）。

⑶ 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員指

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けてい

る者を１名以上配置できること。 

３⑴イに関する書類 

⑴ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の

写し 

⑵ 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組合

等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

⑶ 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写し

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可）

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市保健福祉局保健部健康増進課 
電話 ０４８（８２９）１２９３ 
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整理番号 ３－０１００－２ 

件名 
さいたま市総合療育センターひまわり学園障害児総合療育施設施
設維持管理業務 

履行場所 さいたま市西区三橋６－１５８７ 

履行期間 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月８日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１０日（水）午前１０時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市西区三橋６－１５８７ 
さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課 
電話 ０４８（６２２）１２１１ 
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整理番号 ３－０１００－３ 

件名 さいたま市療育センターさくら草施設維持管理業務 

履行場所 さいたま市桜区田島２－１６－２ 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月８日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１０日（水）午前１０時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 

さいたま市桜区田島２－１６－２ 
さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園 
療育センターさくら草 
電話 ０４８（７１０）５８１１ 
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整理番号 ３－０１００－４ 

件名 さいたま市東部環境センター建物総合管理業務 

履行場所 さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月８日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１０日（水）午前１１時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ 
さいたま市環境局施設部東部環境センター 
電話 ０４８（６８４）３８０２ 
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整理番号 ３－０１００－５ 

件名 さいたま市立教育研究所管理業務 

履行場所 さいたま市浦和区岸町６－１３－１５外 

履行期間 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月９日（火） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１２日（金）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級又はＢ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ 
さいたま市教育委員会事務局学校教育部教育研究所 
電話 ０４８（８３８）０７８１ 
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整理番号 ３－０１００－６ 

件名 さいたま市立与野本町小学校複合施設建物総合管理業務 

履行場所 さいたま市中央区本町東３－５－２３ 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月９日（火） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１２日（金）午前９時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

⑴ 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

⑵ 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。）。

⑶ 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員指

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けてい

る者を１名以上配置できること。 

３⑴イに関する書類 

⑴ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の

写し 

⑵ 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組合

等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

⑶ 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写し

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可）

業務を担当する課 
さいたま市大宮区高鼻町２－１－２ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部博物館 
電話 ０４８（６４４）２３２２ 
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整理番号 ３－０１００－７ 

件名 さいたま市立北浦和図書館総合管理業務 

履行場所 さいたま市浦和区北浦和１－４－２ 

履行期間 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月９日（火） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１２日（金）午前１０時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級又はＢ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区東高砂町１１－１ 
さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課 
電話 ０４８（８７１）２１７２ 
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整理番号 ３－０１００－８ 

件名 さいたま市立大宮西部図書館総合管理業務 

履行場所 さいたま市北区櫛引町２－４９９－１ 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月９日（火） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１２日（金）午前１０時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

⑴ 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

⑵ 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。）。

⑶ 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員指

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けてい

る者を１名以上配置できること。 

３⑴イに関する書類 

⑴ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の

写し 

⑵ 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組合

等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

⑶ 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写し

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可）

業務を担当する課 
さいたま市浦和区東高砂町１１－１ 
さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課 
電話 ０４８（８７１）２１７２ 
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整理番号 ３－０１００－９ 

件名 さいたま市立春野図書館総合管理業務 

履行場所 さいたま市見沼区春野２－１２－１ 

履行期間 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月９日（火） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１２日（金）午前１１時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級又はＢ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

⑴ 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

⑵ 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。）。

⑶ 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員指

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けてい

る者を１名以上配置できること。 

３⑴イに関する書類 

⑴ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の

写し 

⑵ 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組合

等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

⑶ 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写し

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可）

業務を担当する課 
さいたま市浦和区東高砂町１１－１ 
さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課 
電話 ０４８（８７１）２１７２ 
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整理番号 ３－０１０１－１ 

件名 さいたま市本庁舎総合案内業務 

履行場所 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

履行期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１２日（金） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１６日（火）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級又はＢ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

― 

３⑴イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市財政局財政部庁舎管理課 
電話 ０４８（８２９）１１７３ 
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整理番号 ３－０１０１－２ 

件名 さいたま市大宮区役所総合案内業務 

履行場所 さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ 

履行期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１２日（金） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１６日（火）午前９時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

― 

３⑴イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ 
さいたま市大宮区役所くらし応援室 
電話 ０４８（６４６）３０２６ 
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整理番号 ３－０１０１－３ 

件名 さいたま市中央区役所総合案内業務 

履行場所 さいたま市中央区下落合５－７－１０ 

履行期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１２日（金） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１６日（火）午前１０時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級又はＢ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

― 

３⑴イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市中央区下落合５－７－１０ 
さいたま市中央区役所くらし応援室 
電話 ０４８（８４０）６０２７ 
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整理番号 ３－０１０１－４ 

件名 さいたま市桜区役所総合案内業務 

履行場所 さいたま市桜区道場４－３－１ 

履行期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１２日（金） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１６日（火）午前１０時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級又はＢ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

― 

３⑴イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市桜区道場４－３－１ 
さいたま市桜区役所くらし応援室 
電話 ０４８（８５６）６１３６ 
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整理番号 ３－０１０１－５ 

件名 さいたま市浦和区役所宿日直業務 

履行場所 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１２日（金） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１６日（火）午前１１時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

― 

３⑴イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市浦和区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（８２９）６０１５ 
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整理番号 ３－０１０１－６ 

件名 さいたま市緑区役所総合案内業務 

履行場所 さいたま市緑区大字中尾９７５－１ 

履行期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１５日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１７日（水）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級又はＢ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

― 

３⑴イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市緑区大字中尾９７５－１ 
さいたま市緑区役所くらし応援室 
電話 ０４８（７１２）１１３７ 
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整理番号 ３－０１０１－７ 

件名 さいたま市うらわ美術館受付・監視業務 

履行場所 さいたま市浦和区仲町２－５－１ 浦和センチュリーシティ３階 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１５日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１７日（水）午前９時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

― 

３⑴イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区仲町２－５－１ 浦和センチュリーシティ３階 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部うらわ美術館 
電話 ０４８（８２７）３２１５ 



133 

整理番号 ３－０１０１－８ 

件名 さいたま市立田島公民館外４館管理業務 

履行場所 さいたま市桜区田島３－２７－６外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１５日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１７日（水）午前１０時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

― 

３⑴イに関する書類 ― 

業務を担当する課 

さいたま市桜区田島３－２７－６ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習総合センター 
田島公民館 
電話 ０４８（８６３）０４００ 
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整理番号 ３－０１０１－９ 

件名 さいたま市立領家公民館外１０館管理業務 

履行場所 さいたま市浦和区領家４－２１－２１外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１５日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１７日（水）午前１０時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

― 

３⑴イに関する書類 ― 

業務を担当する課 

さいたま市浦和区岸町５－１－３ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習総合センター 
岸町公民館 
電話 ０４８（８２４）０１６８ 
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整理番号 ３－０１０１－１０ 

件名 さいたま市立文蔵公民館外７館管理業務 

履行場所 さいたま市南区文蔵４－１９－３外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１５日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１７日（水）午前１１時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

― 

３⑴イに関する書類 ― 

業務を担当する課 

さいたま市南区文蔵４－１９－３ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習総合センター 
文蔵公民館 
電話 ０４８（８４５）５１５１ 
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整理番号 ３－０１０１－１１ 

件名 さいたま市立大古里公民館外４館管理業務 

履行場所 さいたま市緑区大字三室２６１４－２外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１７日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１９日（金）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

― 

３⑴イに関する書類 ― 

業務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２６１４－２ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習総合センター 
大古里公民館 
電話 ０４８（８１０）４１５５ 
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整理番号 ３－０２００－１ 

件名 さいたま市本庁舎警備業務 

履行場所 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１７日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１９日（金）午前９時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

⑴ 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。）。

⑵ 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員指

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けてい

る者を１名以上配置できること。 

３⑴イに関する書類 

⑴ 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組合

等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

⑵ 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写し

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可）

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市財政局財政部庁舎管理課 
電話 ０４８（８２９）１１７３ 
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整理番号 ３－０２００－２ 

件名 さいたま市思い出の里警備及び盆・彼岸交通整理業務 

履行場所 さいたま市見沼区大字大谷６００外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１７日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１９日（金）午前１０時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

⑴ 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。）。

⑵ 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員指

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号及び２号）の交付を

受けている者を１名以上配置できること。 

３⑴イに関する書類 

⑴ 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組合

等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

⑵ 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号及び２号）

の写し（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は

不可） 

業務を担当する課 
さいたま市見沼区大字大谷６００ 
さいたま市保健福祉局保健部思い出の里市営霊園事務所 
電話 ０４８（６８６）３４９９ 



139 

整理番号 ３－０２００－３ 

件名 さいたま市保健所・健康科学研究センター警備業務 

履行場所 さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ 

履行期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１７日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１９日（金）午前１０時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

⑴ 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。）。

⑵ 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員指

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けてい

る者を１名以上配置できること。 

３⑴イに関する書類 

⑴ 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組合

等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

⑵ 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写し

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可）

業務を担当する課 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ 
さいたま市保健福祉局保健所保健総務課 
電話 ０４８（８４０）２２０５ 
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整理番号 ３－０２００－４ 

件名 さいたま市中央区役所警備業務 

履行場所 さいたま市中央区下落合５－７－１０外 

履行期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１７日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年２月１９日（金）午前１１時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

⑴ 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。）。

⑵ 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員指

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けてい

る者を１名以上配置できること。 

３⑴イに関する書類 

⑴ 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組合

等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

⑵ 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写し

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可）

業務を担当する課 
さいたま市中央区下落合５－７－１０ 
さいたま市中央区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（８４０）６０１３ 
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整理番号 ３－０２００－５ 

件名 さいたま市緑区役所警備業務 

履行場所 さいたま市緑区大字中尾９７５－１外 

履行期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１８日（木） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２２日（月）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

⑴ 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。）。

⑵ 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員指

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けてい

る者を１名以上配置できること。 

３⑴イに関する書類 

⑴ 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組合

等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

⑵ 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写し

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可）

業務を担当する課 
さいたま市緑区大字中尾９７５－１ 
さいたま市緑区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（７１２）１１２３ 
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整理番号 ３－０３００－１ 

件名 さいたま市コムナーレ清掃業務 

履行場所 さいたま市浦和区東高砂町１１－１ 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１８日（木） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２２日（月）午前９時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区東高砂町１１－１ コムナーレ９階 
さいたま市市民局市民生活部市民協働推進課 
電話 ０４８（８１３）６４０４ 
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整理番号 ３－０３００－２ 

件名 さいたま市大宮盆栽美術館清掃業務 

履行場所 さいたま市北区土呂町２－２４－３外 

履行期間 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１８日（木） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２２日（月）午前１０時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写

し 

業務を担当する課 
さいたま市北区土呂町２－２４－３ 
さいたま市スポーツ文化局文化部大宮盆栽美術館 
電話 ０４８（７８０）２０９２ 
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整理番号 ３－０３００－３ 

件名 さいたま市北浦和駅東口公衆トイレ外４施設清掃等業務 

履行場所 さいたま市浦和区北浦和３－３－１外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１８日（木） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２２日（月）午前１０時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市保健福祉局保健部生活衛生課 
電話 ０４８（８２９）１２９９ 
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整理番号 ３－０３００－４ 

件名 さいたま市南浦和駅西口公衆トイレ外３施設清掃等業務 

履行場所 さいたま市南区南本町２－２６－１外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月１８日（木） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２２日（月）午前１１時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市保健福祉局保健部生活衛生課 
電話 ０４８（８２９）１２９９ 
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整理番号 ３－０３００－５ 

件名 さいたま市保健所・健康科学研究センター清掃業務 

履行場所 さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２２日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２５日（木）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ 
さいたま市保健福祉局保健所保健総務課 
電話 ０４８（８４０）２２０５ 
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整理番号 ３－０３００－６ 

件名 さいたま市立大久保保育園外３園清掃等業務 

履行場所 さいたま市桜区大字大久保領家３７３－１外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２２日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２５日（木）午前９時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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整理番号 ３－０３００－７ 

件名 さいたま市立原山保育園外３園清掃等業務 

履行場所 さいたま市緑区原山１－７－２外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２２日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２５日（木）午前１０時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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整理番号 ３－０３００－８ 

件名 さいたま市立田島保育園外３園清掃等業務 

履行場所 さいたま市桜区田島２－１６－７外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２２日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２５日（木）午前１０時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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整理番号 ３－０３００－９ 

件名 さいたま市立東大宮保育園外３園清掃等業務 

履行場所 さいたま市見沼区丸ヶ崎町１３－１３外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２２日（月） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２５日（木）午前１１時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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整理番号 ３－０３００－１０ 

件名 さいたま市立東大成保育園外２園清掃等業務 

履行場所 さいたま市北区東大成町２－１０３外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２４日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２６日（金）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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整理番号 ３－０３００－１１ 

件名 さいたま市立日進保育園外２園清掃等業務 

履行場所 さいたま市北区日進町２－６３２外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２４日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２６日（金）午前９時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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整理番号 ３－０３００－１２ 

件名 さいたま市立寿能保育園外３園清掃等業務 

履行場所 さいたま市大宮区寿能町２－１４０外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２４日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２６日（金）午前１０時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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整理番号 ３－０３００－１３ 

件名 さいたま市立三橋保育園外２園清掃等業務 

履行場所 さいたま市大宮区三橋２－９２９外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２４日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２６日（金）午前１０時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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整理番号 ３－０３００－１４ 

件名 さいたま市見沼区役所清掃業務 

履行場所 さいたま市見沼区堀崎町１２－３６ 

履行期間 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２４日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年２月２６日（金）午前１１時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市見沼区堀崎町１２－３６ 
さいたま市見沼区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（６８１）６０１３ 
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整理番号 ３－０３００－１５ 

件名 さいたま市中央区役所清掃業務 

履行場所 さいたま市中央区下落合５－７－１０外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２６日（金） 

開札日時及び場所 
令和３年３月２日（火）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市中央区下落合５－７－１０ 
さいたま市中央区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（８４０）６０１３ 
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整理番号 ３－０３００－１６ 

件名 さいたま市緑区役所清掃業務 

履行場所 さいたま市緑区大字中尾９７５－１ 

履行期間 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２６日（金） 

開札日時及び場所 
令和３年３月２日（火）午前９時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市緑区大字中尾９７５－１ 
さいたま市緑区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（７１２）１１２３ 
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整理番号 ３－０３００－１７ 

件名 さいたま市岩槻区役所清掃業務 

履行場所 さいたま市岩槻区本町３－２－５外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２６日（金） 

開札日時及び場所 
令和３年３月２日（火）午前１０時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市岩槻区本町３－２－５ 
さいたま市岩槻区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（７９０）０１１５ 
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整理番号 ３－０３００－１８ 

件名 さいたま市消防局庁舎清掃業務 

履行場所 さいたま市浦和区常盤６－１－２８ 

履行期間 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２６日（金） 

開札日時及び場所 
令和３年３月２日（火）午前１０時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－１－２８ 
さいたま市消防局総務部消防施設課 
電話 ０４８（８３３）７９５４ 
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整理番号 ３－０３００－１９ 

件名 さいたま市防災センター庁舎清掃業務 

履行場所 さいたま市大宮区天沼町１－８９３ 

履行期間 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年２月２６日（金） 

開札日時及び場所 
令和３年３月２日（火）午前１１時００分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－１－２８ 
さいたま市消防局総務部消防施設課 
電話 ０４８（８３３）７９５４ 
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整理番号 ３－０３００－２０ 

件名 さいたま市立大宮小学校外３６校便所清掃業務 

履行場所 さいたま市大宮区大門町３－３外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年３月３日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年３月５日（金）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課 
電話 ０４８（８２９）１６３５ 
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整理番号 ３－０３００－２１ 

件名 さいたま市立高砂小学校外４４校便所清掃業務 

履行場所 さいたま市浦和区岸町４－１－２９外 

履行期間 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札書の到達期限 令和３年３月３日（水） 

開札日時及び場所 
令和３年３月５日（金）午前９時３５分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以外
に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「建

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」の

登録を受けていること。 

３⑴イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課 
電話 ０４８（８２９）１６３５ 
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さいたま市告示第６３号 

さいたま市子ども急患電話相談業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市子ども急患電話相談業務

⑵ 履行場所

さいたま市が指定する場所

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「保健・医療・診察」又は「その他」

で登載され、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしてい

る者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 平成２７年度以降に、国又は地方公共団体と、専門性を有する医療等の電話相談業務の契約実

績があることを証明した者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部地域医療課 

担当 加藤、西元 電話 ０４８（８２９）１２９２

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年２月１日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
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たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月２５日（木）午前９時から午後５時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月８日（月）午前９時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第７会議室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月８日（月）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 最低制限価格

   設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部健康増進課

電話 ０４８（８２９）１２９３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６７

⑼ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部地域医療課

電話 ０４８（８２９）１２９２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６７

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局保健部地域医療課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第８１号 

さいたま市西部環境センターで使用する電気の購入外３件について、次のとおり一般競争入札を行

うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規
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定に基づき公告する。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名及び数量

ア さいたま市西部環境センターで使用する電気 ３６９，４２０キロワット時 

イ さいたま市東部環境センターで使用する電気 ２４１，９００キロワット時

ウ さいたま市クリーンセンター大崎で使用する電気 ５２０，０００キロワット時 

エ さいたま市クリーンセンター西堀で使用する電気 １，１６９，０００キロワット時

⑵ 需要場所

ア １⑴ア さいたま市西区大字宝来５２－１ さいたま市西部環境センター 

イ １⑴イ さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市東部環境センター

ウ １⑴ウ さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市クリーンセンター大崎

エ １⑴エ さいたま市桜区新開４－１－１ さいたま市クリーンセンター西堀

⑶ 業務概要

入札説明書及び仕様書のとおり

⑷ 需給期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）の種目「その他」内の営業種目「電気」で登載され、引き続き同営

業種目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

⑷ 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者又は電気

事業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けた者とみなされる者であること。

⑸ １⑵の需要場所に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。
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⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課

担当 管理係 電話 ０４８（８２９）１３４２

イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/002/p057550.html 

⑵ 交付期間

令和３年１月２０日（水）から令和３年２月９日（火）まで（３⑴アにおいては、さいたま市

の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午

前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であ

っても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴アに同じ

⑷ 提出方法

持参又は郵送

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年２月９日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設

管理課

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するもの

とする。

⑴ 交付場所

３⑴アに同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１８日（木）及び令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。
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⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において競争入札に付する件名ごとに返信用封筒に１

２０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。

６ 競争入札参加資格の喪失

本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな

い。

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

⑴ 入札方法

競争入札に付する件名ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月３日（水）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

４⑸イに同じ

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

(ア) １⑴ア 令和３年３月５日（金）午前９時３０分

(イ) １⑴イ 令和３年３月５日（金）午前９時４５分

(ウ) １⑴ウ 令和３年３月５日（金）午前１０時００分

(エ) １⑴エ 令和３年３月５日（金）午前１０時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室

⑷ 入札保証金

競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さ

いたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除

とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
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囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課

電話 ０４８（８２９）１３４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１

⑼ 業務を担当する課

ア １⑴ア 

さいたま市西区大字宝来５２－１ さいたま市環境局施設部西部環境センター 

電話 ０４８（６２３）４１００ ＦＡＸ ０４８（６２２）５３５３ 

イ １⑴イ

さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター

電話 ０４８（６８４）３８０２ ＦＡＸ ０４８（６８６）０４６６

ウ １⑴ウ

さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市環境局施設部クリーンセンター大崎 

電話 ０４８（８７８）０９８９ ＦＡＸ ０４８（８７８）０９５９ 

エ １⑴エ 

さいたま市桜区新開４－１－１ さいたま市環境局施設部クリーンセンター西堀

電話 ０４８（８６２）５７２１ ＦＡＸ ０４８（８３８）５８１１

８ 契約手続等

⑴ 契約保証金

落札者となった件名ごとに落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

９ その他

⑴ 契約条項等は、さいたま市環境局施設部環境施設管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第８２号 

さいたま市西部環境センターの余剰電力の売却外２件について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に

基づき公告する。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項
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⑴ 件名及び数量

ア さいたま市西部環境センターの余剰電力の売却 ９，２８２，９４０キロワット時

イ さいたま市東部環境センターの余剰電力の売却 ３，９２４，０００キロワット時

ウ さいたま市クリーンセンター大崎の余剰電力の売却 ２８，０００，０００キロワット時

⑵ 供給場所

ア １⑴ア さいたま市西区大字宝来５２－１ さいたま市西部環境センター

イ １⑴イ さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市東部環境センター

ウ １⑴ウ さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市クリーンセンター大崎

⑶ 業務概要

入札説明書及び仕様書のとおり

⑷ 需給期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）の種目「その他」内の営業種目「電気」で登載され、引き続き同営

業種目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

⑷ 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者又は電気

事業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けた者とみなされる者であること。

⑸ １⑵の供給場所からの発電量に対し安定的に購入可能である者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課

担当 管理係 電話 ０４８（８２９）１３４２

イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/002/p057550.html 

⑵ 交付期間
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令和３年１月２０日（水）から令和３年２月９日（火）まで（３⑴アにおいては、さいたま市

の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午

前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であ

っても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴アに同じ

⑷ 提出方法

持参又は郵送

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年２月９日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設

管理課

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するもの

とする。

⑴ 交付場所

３⑴アに同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１８日（木）及び令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において競争入札に付する件名ごとに返信用封筒に１

２０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。

６ 競争入札参加資格の喪失

本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな

い。
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⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

⑴ 入札方法

競争入札に付する件名ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和３年３月３日（水）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

４⑸イに同じ

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

(ア) １⑴ア 令和３年３月５日（金）午前１０時４５分

(イ) １⑴イ 令和３年３月５日（金）午前１１時００分

(ウ) １⑴ウ 令和３年３月５日（金）午前１１時１５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室

⑷ 入札保証金

競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さ

いたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除

とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年３月５日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格を超え最高

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課

電話 ０４８（８２９）１３４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１

⑼ 業務を担当する課
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ア １⑴ア

さいたま市西区大字宝来５２－１ さいたま市環境局施設部西部環境センター

電話 ０４８（６２３）４１００ ＦＡＸ ０４８（６２２）５３５３

イ １⑴イ

さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター

電話 ０４８（６８４）３８０２ ＦＡＸ ０４８（６８６）０４６６

ウ １⑴ウ

さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市環境局施設部クリーンセンター大崎

電話 ０４８（８７８）０９８９ ＦＡＸ ０４８（８７８）０９５９

８ 契約手続等

⑴ 契約保証金

落札者となった件名ごとに落札価格の１００分の１０以上を納付すること。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

９ その他

⑴ 契約条項等は、さいたま市環境局施設部環境施設管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第７１号 

令和３年度さいたま新都心バスターミナル管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

令和３年度さいたま新都心バスターミナル管理業務

⑵ 履行場所

さいたま市大宮区北袋町１－６０３－１

⑶ 業務概要

入札説明書及び仕様書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）
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（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で受注希望業務「駐車場管理」

で登載され、本市内に本店を有し、かつ、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札

参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部交通政策課 

担当 企画調整係 電話 ０４８（８２９）１０５３ 

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年２月１日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午

後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法
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持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月５日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 業務委託仕様書等の貸出 

業務委託仕様書は、次により貸出するものとする。 

⑴ 貸出場所 

３⑴に同じ 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

７ 仕様に関する質問 

仕様に関する質問のある場合は、任意の様式により、電子メールで提出し、提出後速やかに、そ

の旨を電話で連絡すること。 

⑴ 受付先 

電子メールアドレス kotsu-seisaku@city.saitama.lg.jp 

電話 ０４８（８２９）１０５３ 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 質問に対する回答 

回答は、次のとおり閲覧に供するものとする。 

ア 閲覧場所 

３⑴に同じ 

イ 閲覧期間 

令和３年２月５日（金）から令和３年２月２５日（木）まで（休日を除く午前９時から午後

４時まで）

８ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所
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ア 日時

令和３年２月２５日（木）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第２入札室

 ⑶ 入札に関する注意事項 

ア 入札参加資格者の確認 

入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

イ 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。その際、入札書には代理人の記名押

印をすること。 

ウ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。た

だし、辞退する場合には、入札日時までにその旨を必ず届け出ること。 

エ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 オ その他 

(ア) 入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

(イ) 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

(ウ) 落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを

引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

⑷ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年２月２５日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

８⑵イに同じ

⑹ 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格に満たない入札をした者は、再度入札に参加できない。 

 ⑺ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会っ

た者とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することがで

きない。再度入札は、１回とする。

⑻ 入札の無効
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ア 施行令第１６７条の４に定める入札参加資格がない者がした入札及びさいたま市契約規則に

違反した入札 

イ 記載すべき事項の記載のない入札書又は記載した事項が明らかでない入札書による入札 

ウ 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札 

エ 虚偽の競争入札参加申込兼資格確認申請書を提出した者がした入札 

オ 最低制限価格に満たない入札 

⑼ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部都市総務課

電話 ０４８（８２９）１３９３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７９

⑽ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部交通政策課

電話 ０４８（８２９）１０５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７９

９ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 支払条件 

暦月を単位として、請求に応じて支払うものとする。なお、詳細については落札者決定後、協

議を行う。 

⑶ 契約書作成の要否

要

⑷ 議決の要否

否

１０ その他

⑴ 契約条項等は、さいたま市都市局都市計画部交通政策課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

⑶ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第８５号 

さいたま市救急資器材管理供給業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市救急資器材管理供給業務
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⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－１－２８外

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「医療機器保守点検」又は業務「そ

の他」の受注希望業務「その他」で登載され、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争

入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部救急課 

担当 清宮、中村、奥村  電話 ０４８（８３３）７９８１ 

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年２月５日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午

後５時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書
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イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

本入札の告示日から令和３年２月８日（月）まで（休日を除く午前９時から午後５時まで）

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１５日（月）午前９時から午後５時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。入札の際は入札書及び積算内訳書を同封し提出すること。なお、落札決定に当た

っては、入札書等に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価

格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書等に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

令和３年２月２５日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局４階第１調整室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

令和３年２月２５日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
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⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部救急課

電話 ０４８（８３３）７９８１ ＦＡＸ ０４８（８３３）７２０１ 

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てる

ことはできない。

⑵ 契約条項等は、さいたま市警防部救急課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

さいたま市告示第６６号 

さいたま市生涯学習施設等自動体外式除細動器賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に

基づき公告する。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市生涯学習施設等自動体外式除細動器賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市大宮区桜木町１－１０－１８ 生涯学習総合センター外９７箇所 

⑶ 数量・特質等 

ア 数量 ９８台 

イ 特質等 仕様書による。 

⑷ 借入期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「医療機器レンタル等」
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で登載され、引き続き同営業種目で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をし

ている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

 イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

⑷ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４

５号）で定められた高度管理医療機器等の販売業・貸与業許可を有する者であること。

⑸ 本入札の告示日において、過去５年以内に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同規

模の契約実績があることを証明した者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

  本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課 

担当 管理係 電話 ０４８（８２９）１７０５ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和３年２月５日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

 ⑶ 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

  本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参
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５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１８日（木）午前９時から午後５時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１台当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和３年３月２日（火）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 

⑶ 入札保証金 

  見積もった金額（月額）に月数及び台数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。

 ⑷ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

    令和３年３月２日（火）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

    ６⑵イに同じ 

 ⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 ⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課

  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

  電話 ０４８（８２９）１７０５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

７ 契約手続等
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 ⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数及び台数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課及びホームページにお

いて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

○公募型プロポーザル方式の手続の開始 

さいたま市告示第７９号 

令和３年度さいたま市「市報さいたま」企画編集業務について、公募型プロポーザル方式の手続き

を実施します。つきましては、次のとおり当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項

⑴ 件名

令和３年度さいたま市「市報さいたま」企画編集業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下

「名簿」という。）に業務「製作等」の受注希望業務「パンフレット等」又は「デザイン」で登載

され、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者で

あること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
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ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本告示日から企画提案書提出期限までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置

を受けている期間がない者であること。 

⑷ 平成３０年４月１日以降、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体の１回当たり１２ペー

ジ以上の広報紙を年４回以上定期的に企画編集する旨の契約を締結し、納入した実績を有する者

であること。

３ 企画提案に係る仕様書、公募要項等の交付

企画提案書の提出を希望する者に対し、仕様書、令和３年度さいたま市「市報さいたま」企画編

集業務企画提案公募要項（以下「公募要項」という。）等を交付するものとする。

⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 中村、中田、細谷 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p062736.html

⑵ 交付期間

告示の日から令和３年２月１日（月）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を

除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 質問の受付

企画提案の公募に関する質問については、電子メールにより受け付けるものとする。

⑴ 受付先

さいたま市市長公室広報課

電子メールアドレス koho@city.saitama.lg.jp

⑵ 受付期間

告示の日から令和３年２月１日（月）まで

５ 参加申込手続

企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格の確認審査（以下「確認審査」という。）

の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、確認審査を受けていない者

は、参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 参加申込兼資格確認申請書
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イ 公募要項に定める書類 

⑵ 参加申込兼資格確認申請書の交付

参加申込兼資格確認申請書を希望した者に対し、電子メールにて交付するものとする。

ア 受付先

４⑴に同じ

イ 受付期間

４⑵に同じ

⑶ 提出場所

３⑴アに同じ

⑷ 提出方法

持参

６ 参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、参加資格確認結果通知書を、令和３年２月３日（水）を目途に郵送する。

７ 企画提案書等の提出

⑴ 提出書類

公募要項に定める書類

⑵ 提出日時

令和３年２月４日（木）から令和３年２月１７日（水）まで（休日を除く午前８時３０分から

午後５時１５分まで）

⑶ 提出場所

３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法

持参

８ 業者決定の方法

業者決定は、事業者選定委員会を実施し、選定する。

９ 事業者選定委員会 

参加資格確認結果通知書により、参加資格を有すると認められた者は、事業者選定委員会におい

て、提案内容の説明をすることができる。詳細な時間、場所等については、後日通知する。 

⑴ 実施日 

令和３年３月１日（月） 

⑵ 実施場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 

１０ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８ 

１１ その他 

⑴ この企画提案書等の手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑵ 提出された企画提案書等は返却しない。 

⑶ 詳細は、公募要項による。 
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さいたま市告示第８０号 

令和３年度さいたま市テレビ広報番組等制作・放映（代理）業務について、公募型プロポーザル方

式の手続きを実施します。つきましては、次のとおり当該業務に関する企画提案書の提出を招請しま

す。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項

⑴ 件名

令和３年度さいたま市テレビ広報番組等制作・放映（代理）業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下

「名簿」という。）に業務「製作等」で登載され、引き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競

争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本告示日から企画提案書提出期限までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置

を受けている期間がない者であること。 

３ 企画提案に係る仕様書、公募要項等の交付

企画提案書の提出を希望する者に対し、仕様書、令和３年度さいたま市テレビ広報番組等制作・

放映（代理）業務企画提案公募要項（以下「公募要項」という。）等を交付するものとする。

⑴ 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 東、金子 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p068796.html

⑵ 交付期間 
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告示の日から令和３年２月１日（月）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を

除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 質問の受付 

企画提案の公募に関する質問については、電子メールにより受け付けるものとする。 

⑴ 受付先 

さいたま市市長公室広報課 

電子メールアドレス koho@city.saitama.lg.jp

⑵ 受付期間 

告示の日から令和３年２月１日（月）まで 

５ 参加申込手続

企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格の確認審査（以下「確認審査」という。）

の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、確認審査を受けていない者

は、参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 参加申込兼資格確認申請書 

イ 誓約書 

⑵ 参加申込兼資格確認申請書の交付 

参加申込兼資格確認申請書を希望した者に対し、電子メールにて交付するものとする。 

ア 受付先 

４⑴に同じ 

イ 受付期間

４⑵に同じ 

⑶ 提出場所

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

⑷ 提出方法

持参又は郵送（到達記録が確認できる方法に限る。） 

６ 参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、参加資格確認結果通知書を、令和３年２月３日（水）を目途に郵送する。 

７ 企画提案書等の提出

⑴ 提出書類

公募要項に定める書類

⑵ 提出日時 

令和３年２月４日（木）から令和３年２月１７日（水）まで（休日を除く午前８時３０分から

午後５時１５分まで）

⑶ 提出場所

３⑴アに同じ 
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⑷ 提出方法

持参

８ 業者決定の方法 

業者決定は、事業者選定委員会を実施し、選定する。 

９ 事業者選定委員会 

参加資格確認結果通知書により、参加資格を有すると認められた者は、事業者選定委員会におい

て、提案内容の説明をすることができる。詳細な時間、場所等については、後日通知する。 

⑴ 実施日 

令和３年３月３日（水） 

⑵ 実施場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 

１０ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８ 

１１ その他 

⑴ この企画提案書等の手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑵ 提出された企画提案書等は返却しない。 

⑶ 詳細は、公募要項による。 

さいたま市告示第６７号 

 さいたま市チャレンジスクール業務について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施します。つ

きましては、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。

令和３年１月１８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項

⑴ 件名

   さいたま市チャレンジスクール業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区岸町４－１－２９外 

⑶ 業務概要

仕様書のとおり

⑷ 履行期間

   令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

⑸ 予算の上限額

   １３５，３４８，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。）

ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画提案内容の規模を示すための

ものであることに留意すること。

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項

  企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
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⑴ 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下

「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」又は「その他」で登載され、引

き続き同業務で令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が、本件に参加していない者であること。 

⑷ 本告示日から企画提案書提出期限までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下「入札参加停止」とい

う。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市

制定）による入札参加除外の措置（以下「入札参加除外」という。）を受けている期間がない者で

あること。 

⑸ 平成２７年度以降、文部科学省又は地方公共団体の実施する事業において、学校教育に関する

事業、放課後子ども教室又は地域未来塾事業に係る業務を受託し、誠実に履行した実績を有する

者であること。

３ 企画提案に係る実施要項等の交付

企画提案書の提出を希望する者に対し、企画提案実施要項等を交付するものとする。

⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

担当 家庭地域連携係 電話 ０４８（８２９）１７０３

イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p068676.html 

⑵ 交付期間

本告示日から令和３年２月３日（水）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を

除く午前９時から午後４時まで）

 ⑶ 交付費用

   無償

４ 参加意思の表明手続

企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格確認審査（以下「確認審査」という。）

の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、確認審査を受けていない者

は、参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 公募型プロポーザル参加意思表明書 １部
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イ ２⑸の実績を証する書類 １部

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴アに同じ

⑷ 提出方法

持参又は郵送

 ⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

  ア 受領期限

    令和３年２月３日（水）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）等の到達記録が確認できる

方法により提出すること。

  イ 送付先

    〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯

学習部生涯学習振興課

５ 質問の受付及び回答

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、電子メールにより次のと

おり質問することができる。なお、質問を電子メールで送信後、電話による到達確認を行うこと。

⑴ 受付期間

３⑵に同じ

⑵ 受付先

ア 電子メールアドレス

shogai-gakushu-shinko@city.saitama.lg.jp 

イ 到達確認に関する問い合わせ先

  ３⑴アに同じ

⑶ 質問に対する回答

令和３年２月８日（月）までに、３⑴イのホームページに掲載する。

６ 公募型プロポーザル参加資格確認通知書の交付

確認審査終了後、公募型プロポーザル参加資格確認通知書を交付するものとする。

⑴ 交付方法

郵送による。

⑵ 交付日

令和３年２月８日（月）を目途に発送する。

７ 企画提案書等の提出

⑴ 提出書類

ア 企画提案書 正本１部、副本９部 

イ 企画提案実施要項に示す書類

⑵ 受付期間

令和３年２月８日（月）から令和３年２月１６日（火）まで（休日を除く午前９時から午後４

時まで）
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⑶ 受付場所

３⑴アに同じ

⑷ 提出方法

持参又は郵送

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

  ア 受領期限

    令和３年２月１６日（火）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）等の到達記録が確認でき

る方法により提出すること。

  イ 送付先

 ４⑸イに同じ

８ プレゼンテーションの実施

企画提案書を補完するため、プレゼンテーションを実施する。

なお、実施日及び場所については、参加意思を表明した者の数が確定次第、通知する（令和３年

２月下旬実施予定）。また、やむを得ない状況により、プレゼンテーションは開催しない場合がある。

９ 業者決定の方法

業者の決定に当たっては、さいたま市チャレンジスクール業務委託選定委員会において審査を行

い決定する。なお、審査方法等詳細については、企画提案実施要項を参照すること。

１０ 契約手続等

 ⑴ 契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さ

いたま市規則第６６号）第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 ⑵ 契約書作成の要否

   要

 ⑶ 議決の要否

   否

１１ 特記事項

本業務に係る予算が本市議会で可決されない場合又はその他の理由により本業務が実施できな

くなった場合にあっては、どの提案者とも契約を締結しないことがある。

１２ 本招請に関する事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

電話 ０４８（８２９）１７０３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

１３ その他

⑴ 企画提案書提出期限の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受け

ている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。

⑵ 本調達において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。

⑶ この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。

⑷ 提出された企画提案書等は返却しない。

⑸ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課及びホームページにお

いて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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⑹ 詳細は、企画提案実施要項による。

〔水道局〕 

○特定調達契約に係る一般競争入札の公告 

さいたま市水道局公告（調達）第１号

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和３年１月２０日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明

１ 競争入札に付する事項 

 ⑴ 件名 

次亜塩素酸ナトリウム（単価契約） 

 ⑵ 納入場所 

さいたま市見沼区御蔵１５６７－１外１８か所 

 ⑶ 数量・特質等 

ア 予定数量 ４８０，０００ｋｇ 

イ 特質等 入札説明書のとおり 

⑷ 納入期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

  本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「工業薬品」又は「水質薬品・機器」の資格

を有すると認められた者であること。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者

名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この

審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）

は、さいたま市水道局業務部管財課に所定の様式により、令和３年２月３日（水）までに資格審

査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市水道局物品納入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成２０年さいたま市水道局制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結

する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外

の措置を受けている期間がない者であること。

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが
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なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

⑹ 仕様書に示した品質及び数量の物品を、安定して納入できる者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。

⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

担当 契約係 電話 ０４８（７１４）３０８０

  イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/001/006/002/050/070/080/p077306.html

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 仕様書の交付

仕様書の交付を希望する者は、水道局仕様書交付申請書を電子メールにより提出すること。

 ⑴ 受付先

電子メールアドレス suido-kanzai@city.saitama.lg.jp

 ⑵ 受付期間

   ３⑵に同じ

 ⑶ 交付方法

電子メール

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」とい

う。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認

審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

〒３３０－８５３２ さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

契約係

⑷ 提出方法

持参又は郵送
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６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所

３⑴アに同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１８日（木）及び令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒（角形２号封筒又はこれに類する

寸法のもの）に１４０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。

７ 入札手続等 

 ⑴ 入札方法 

   単価で行う。入札金額は、購入物品１ｋｇ当たりの額を記入し、当該金額に１円未満の端数が

あるときは、小数点以下第２位未満の端数は切り捨てること。なお、落札決定に当たっては、入

札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって落札価

格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年３月２日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

  イ 送付先 

５⑶に同じ

 ⑶ 入札の日時及び場所 

  ア 日時 

    令和３年３月４日（木）午前９時３０分 

  イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局水道庁舎２階第１会議室

⑷ 入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市水道局契約事務規程（平成１３年水道部企業管理規程第３４号、以下「契約事務規程」

という。）第２２条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

令和３年３月４日（木）入札終了後、直ちに行う。

  イ 場所 

７⑶イに同じ 

 ⑹ 落札者の決定方法 

契約事務規程第２４条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効 
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 契約事務規程第２７条及びさいたま市水道局特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１

５年さいたま市水道局制定）第１５条に該当する入札は無効とする。

 ⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

電話 ０４８（７１４）３０８０ ＦＡＸ ０４８（８３２）３３３６

 ⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局給水部配水課

電話 ０４８（７１４）３１１３ ＦＡＸ ０４８（８３２）３３４４

８ 契約手続等 

 ⑴ 契約保証金 

契約金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、契約

事務規程第６条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 ⑵ 契約書作成の要否 

   要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

 ⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

  ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市水道局業務部管財課において無償

で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

  イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

電話 ０４８（７１４）３０８０ ＦＡＸ ０４８（８３２）３３３６

  ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで

⑶ 契約条項等（契約事務規程等）は、さいたま市水道局業務部管財課において閲覧できる。 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Sodium hypochlorite, approximately 480,000 kg 

⑵ Date and time of tender: 

March 4, 2021, 9:30 a.m. 

 ⑶ Contact point for the notice: 

Contract Section, Property Management Division, Department of Operation,  

Saitama City Waterworks Bureau 

6-14-16，Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture, 330-8532, Japan 
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Tel: 048-714-3080 

さいたま市水道局公告（調達）第２号

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和３年１月２０日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明

１ 競争入札に付する事項 

 ⑴ 件名

ア ＰＴガスクロマトグラフ質量分析計（その１）の賃貸借及び保守

イ ＰＴガスクロマトグラフ質量分析計（その２）の賃貸借及び保守

ウ 液体クロマトグラフ質量分析計の賃貸借及び保守

⑵ 借入場所

さいたま市北区東大成町２－４４５－１ さいたま市水道総合センター

⑶ 数量・特質等

入札説明書のとおり

⑷ 借入期間

令和３年７月１日から令和８年６月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項 

  本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和２年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の資格を有すると認められた者であること。なお、平成３１・

３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）に同営業種

目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該

営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市水道局業務部管財課に所定の様式により、

令和３年２月３日（水）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市水道局物品納入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成２０年さいたま市水道局制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結

する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外

の措置を受けている期間がない者であること。

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
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⑹ 仕様書の内容を遵守し、賃貸借された納入機器を設置及び設定し、常時正常な状態又は十分に

機能が働く状態に維持し、万一問題が生じた場合には、即時に対応ができる者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。

⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

担当 契約係 電話 ０４８（７１４）３０８０

  イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/001/006/002/050/070/072/p077309.html

⑵ 交付期間

公告の日から令和３年２月１０日（水）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 仕様書の交付

仕様書の交付を希望する者は、水道局仕様書交付申請書を電子メールにより提出すること。

 ⑴ 受付先

電子メールアドレス suido-kanzai@city.saitama.lg.jp

 ⑵ 受付期間

   ３⑵に同じ

 ⑶ 交付方法

電子メール

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であ

っても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

〒３３０－８５３２ さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

契約係

⑷ 提出方法

持参又は郵送

６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するもの
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とする。 

⑴ 交付場所

３⑴アに同じ

⑵ 交付日時

令和３年２月１８日（木）及び令和３年２月１９日（金）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、５の書類提出時において競争入札に付する件名ごとの返信用封筒（角

形２号封筒又はこれに類する寸法のもの）に１４０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付け

るものとする。

７ 入札手続等 

 ⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

 ⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和３年３月２日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

  イ 送付先 

５⑶に同じ

 ⑶ 入札の日時及び場所 

  ア 日時 

(ア) １⑴ア 令和３年３月４日（木）午前９時４０分

(イ) １⑴イ 令和３年３月４日（木）午前９時５０分

(ウ) １⑴ウ 令和３年３月４日（木）午前１０時００分

  イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局水道庁舎２階第１会議室

⑷ 入札保証金 

競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さ

いたま市水道局契約事務規程（平成１３年水道部企業管理規程第３４号、以下「契約事務規程」

という。）第２２条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

令和３年３月４日（木）入札終了後、直ちに行う。

  イ 場所 

７⑶イに同じ 

 ⑹ 落札者の決定方法 

契約事務規程第２４条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
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て有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効 

ア 契約事務規程第２７条及びさいたま市水道局特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成

１５年さいたま市水道局制定）第１５条に該当する入札

イ 入札（見積）金額内訳書（以下「内訳書」という。）の記載がない者、内訳書の積算に誤りが

ある者又は内訳書の金額が入札金額と一致していない者がした入札

 ⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

電話 ０４８（７１４）３０８０ ＦＡＸ ０４８（８３２）３３３６

 ⑼ 業務を担当する課 

さいたま市北区東大成町２－４４５－１ さいたま市水道局給水部水質管理課

電話 ０４８（６６８）７１７３ ＦＡＸ ０４８（６６８）７１７４

８ 契約手続等 

 ⑴ 契約保証金 

落札者となった件名ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、契約事務

規程第６条の規定に該当する場合は、免除とする。

 ⑵ 契約書作成の要否 

   要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

 ⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

  ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市水道局業務部管財課において無償

で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

  イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局業務部管財課

電話 ０４８（７１４）３０８０ ＦＡＸ ０４８（８３２）３３３６

  ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで

⑶ 契約条項等（契約事務規程等）は、さいたま市水道局業務部管財課において閲覧できる。 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

１０ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

a  Purge Trap-Gas Chromatograph-Mass Spectrometer(PT-GC-MS)（Part1） 

b  Purge Trap-Gas Chromatograph-Mass Spectrometer(PT-GC-MS)（Part2） 

c  Liquid Chromatograph-Mass Spectrometer(LC-MS) 



200 

⑵ Date and time of tender: 

a  March 4, 2021, 9:40 a.m. 

b  March 4, 2021, 9:50 a.m. 

c  March 4, 2021, 10:00 a.m. 

 ⑶ Contact point for the notice: 

Contract Section, Property Management Division, Department of Operation,  

Saitama City Waterworks Bureau 

6-14-16，Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture, 330-8532, Japan 

Tel: 048-714-3080 


